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は じ め に 

 

いじめや虐待は子どもたちの心や身体を傷つけ、人間としての大切な権利を奪う行為で

あり、決して許されません。 

「いたずら」や「からかい」だと思っている行為、いじめと認識しないまま行っている言

動などが積み重なることで、子どもの心を深く傷つけ、人間の尊厳までも奪ってしまうこと

があります。 

保護者等からの虐待も同様に、自分の子どもに対してしつけや生活習慣を身に付けさせる

という理由で、虐待をしているという意識がなく、虐待を続けてしまっている場合や複雑な

人間関係の中で、虐待が見過ごされていることがあります。 

これらの行為は個々の場合でそれぞれに異なり、人間関係の変化によって刻々と状態や立

場が変わります。また、周りの人にも気づかれないまま心の痛みが進行することも多いもの

です。 

このようないじめや虐待により、子どもの成長に重大な影響を与え、社会の大きな問題と

なります。 

私たち市民は、いじめや虐待をしない、見逃さない、許さない、子どもたちの笑顔あふれ

るまちづくりを目指して、この行動計画を策定します。 

 

本市においては、市民総ぐるみで、弘前市の子どもたちを守ろうという理念を示した「子

どもの笑顔を広げる弘前市民条例～いじめや虐待のないまちづくりを目指して～」及び本行

動計画、「いじめ防止対策推進法に基づく取組」をもって、弘前市いじめ防止基本方針とし

ます。 

                    令和４年４月  

                       弘 前 市 

                       弘前市教育委員会 
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１ 

 

 

 

 

 

 

この行動計画は、「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例～いじめや虐待のないまちづくり

を目指して～」に基づき、 
 

◎いじめや虐待の防止等に向けた教育や相談、集団づくり、ネットワークづくりに関する

こと 

◎市民意識を高めるための啓発活動や情報提供に関すること 

◎家庭、学校及び地域、それぞれの役割と取組を明らかにし連携すること 
 

を定めた計画です。 

 

この計画の期間は、令和６年度までの３年間とし、計画期間の最終年度に行動計画全体の

見直しを行い、次の計画を策定します。 

 

 

 

 

 

①「いじめ」とは、一定の人的関係のある者から、心理的、物理的な影響を与える行為 

を受け、子どもが心身の苦痛を感じている状態のことです。 
 

だれから？  

 

 

 

自分と何らかの 

人間関係にある人 

・同じ学校や学級の人 

・同じ部活動に入部している人 

・学校外の友達や習い事の仲間 など 

   

どんなことをされて？  

 

 

 

心理的、物理的な影響 

・仲間はずれや集団による無視 ・差別的な扱い 

・言葉や文書による暴力    ・身体への攻撃 

・インターネット上の誹謗中傷 ・物を隠す など 

   

どうなること？  
 

 

 

精神的・身体的な苦痛を 

感じている状態となること 

 

 

 

 

 

いじめは学校の中だけではなく、学校の外で起こったこともいいます。 

 

いじめによっては犯罪となる行為があります。命に関わることもあります。 

 

いじめかどうかの感じ方は、一人一人の子どもによって全て違い、また相手との関係性

の中で感じ取るものです。けんかやふざけ合いであっても、いじめに該当することもあ

り、一人一人の状況に応じ、細やかな配慮とすばやい対応が必要になります。 

 

 

１ 行動計画とは 

（１）「いじめ」や「虐待」の意味  



 

２ 

 

②「虐待」とは、保護者や同居している家庭内の人等が子どもに対し、次のような行為を

することです。 
 

 

 

 

身体的虐待 
・なぐる    ・ける 

・やけどを負わせる 

・冬に薄着のまま家の外に出す など 

   

  
 

 

 
心理的虐待 

・無視する 

・傷つけることを繰り返し言う 

・子どもの前で配偶者へ暴力を振るう など 

   

  
 

 

 

性的虐待 

・嫌がっているのに体を触る 

・裸の写真を撮ったり見せたりする など 

   

   

 

 

 

ネグレクト 

（養育の怠慢、拒否） 

・ご飯を食べさせない   ・入浴させない 

・病気やケガをしても放置したり適切な処置をしない 

・学校に行かせない など 

 

 

虐待や体罰、暴言を受けた体験がトラウマ（心的外傷）となって、心身にダメージを引

き起こし、その後の子どもの成長・発達に悪影響を与えます。 

 

適切な関わりや周囲の人々の支援により、社会全体で子どもが安心できる環境を整え、

早期に必要なケアを行う必要があります。  

 

「子ども」とは、満１８歳になっていない全ての人のことです。 

 

「市民」とは、 

・弘前市内に住んでいる人 

・弘前市内の学校に通学する人 

・弘前市内の会社などに勤めている人のことです。 

 

※市民には子どもも入りますが、この条例や行動計画では、主に大人の市民を指すことにします。 

 



 

３ 

 

 

 

 

私たちは、家庭や学校はもとより、街中に子どもたちの笑顔があふれることを願ってい

ます。どんな理由があっても、子どもたちをいじめたり、虐待してはいけません。子ども

同士のいじめを防ぎ、いじめが起きにくい環境と虐待が起きにくい、保護者等が相談しや

すい環境をつくることが大切です。 

そのために、次のことを心に留め、一人一人が努力していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・子どもたちは全ての市民にとってかけがえのない存在です。 

子どもたちが生まれながらにもっている一人一人の尊厳
そんげん

が 

損なわれないようにしましょう。 

 

・子どもたちは将来の社会を担う大切な存在です。全ての子 

どもを慈
いつく

しみ、敬
うやま

う心をもって接しましょう。 

 

・全ての子どもは生きる権利や育つ権利、守られる権利、参 

加する権利をもっています。 

子どもたちの健やかな成長を支えるために、いじめや虐待 

を決して許さない、生み出さないという決意を市民全員が 

もちましょう。 
 

 

（２）行動計画の基本的な考え方  



 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちには、子どもたちから笑顔を奪ういじめや虐待を、未然に防止する責任と役割が

あります。その役割をそれぞれの立場から確かめ、取り組みます。 

 

 

①子どもにとって良好な家庭環境をつくり、生活習慣を身に付けさせます。 
 

子どもたちが、できるだけ家族と語らいながら楽しく食事をしたり、いつも清潔な衣

服で健康的に活動したり、一日の疲れを癒して毎日安心して眠れるような、安らぎのあ

る家庭環境をつくります。 

また、親の方からあいさつのマナーを示すなど、基本的な生活習慣を身に付けさせる

とともに、手伝いや家庭での協同作業などの機会を設け、家族や社会を構成する大切な

一員であることを伝えます。 

 

 

②家庭で何でも話し合えるように、親子の信頼関係を築きます。 
 

親が子どもの気持ちを思いはかり、互いの気持ちを言葉にして伝え合う関係を育てて

いきます。 

また、子どもの長所を伸ばし、可能性が広がるように支えることにより、子どもが自

信をもてるようにします。 

 

 

③努力することや、物事の善悪を判断して行動することの大切さ、特にいじめや暴力は

絶対に許されないことを教えます。 
 

「結果にこだわる」よりも「目標に向かって進んでいく」ことが大切であることを親

子で共通認識し、子どものよさを見つけ、言葉にしてほめます。やってはいけないこと

はきちんと教え、時には叱ります。犯罪や命に関わることもあるいじめや暴力について

は、決して許されないことを伝えます。 

また、善悪の判断や人を思いやることの大切さを教え、社会ではみんなで支え合って

生きていることを伝え、相手を傷つける言葉や行為は決してしてはいけないことや物事

を成し遂げるために他の人と相談したり、協力したりすることの重要性を伝えます。  

 家庭（親・保護者）の役割と取組 

  

子どもは生まれた時から無条件に愛され、慈しみを受ける中で人間関係が始まり、

社会性がめばえて成長していきます。親や保護者は、最も身近な理解者であり応援者

です。愛情を注ぎ、家族みんなで子どもを育てましょう。 

２ 行動計画 

（１）大人の役割と取組 



 

５ 

 

④学校や地域と連携して子どもの成長を見守ります。 
 

いじめや虐待を未然に防止するために、学校や地域と連携して子どもの様子を見守り

ます。また、子ども会や地域のまつりなどの地域活動へできるだけ共に参加し、社会性

の向上と規範意識の育成を図るとともに、親として地域への関わりをもつようにし、子

どもが地域との関わりを感じることができるようにします。 

 

 

⑤パソコンや携帯電話などの使用については、ルールやマナーを教えます。 
 

子どもの言葉による表現力が未熟であることを踏まえ、パソコンや携帯電話などの情

報機器を使用させる際には、不用意な言葉で傷つけたり、傷ついたりというトラブルが

起きないように注意します。 

そのため、子どもが遊ぶゲームや見ているサイトに関心を払うとともに、使用時のル

ールやマナーを家庭において責任をもって管理・指導し、子どもと約束をして、ネット

いじめの原因になったりネット被害に巻き込まれないように注意します。 

 

 

 

 学校・保育所等の役割と取組 

 
 

学校（幼稚園を含む）や保育所等は、全ての子どもたちにとって、安心・安全な

場所であり、居心地がよく、明日また来たいと思える場所でなければいけません。 

学校には、子どもたちの生命、身体、精神の安全と学びを保障する義務がありま

す。その直接の担い手となる教職員は、常に指導力と資質・能力を高め、一丸となっ

て取り組みましょう。 

 

 

①子どもの身の回りにあるトラブルを、小さいうちに解決できるよう努めます。 
 

いじめは突然起こるものではなく、日々の人間関係の中での不安やいらだち、不満

や小さな違いを理由に、排除・攻撃したり、遊びからいじめに発展したりすることも

あることを心に置いて、子どもの表情や様子を注意深く見極め、すばやく対応し、丁

寧に指導します。 

特に、トラブルは子ども同士だけではなく、教職員が子どもに対して、または子ど

もから教職員へという方向でも起きることにも十分に留意しながら、あらゆるトラブ

ルを解決できるように努めます。 

 

 

②授業や学級活動・学校行事等を通していじめの起きにくい環境をつくります。 
 

学校での授業やさまざまな活動の中で、子どもたちが自分の力で考え、解決してい

く場面を大切にしながら、子どもの存在感や自己有用感を高めていきます。授業の中

では、他の子どもの発言の良さや自分の考えとの違いを認め合う活動を、学校行事の

中では、それぞれが役割をもって、互いを認め合う体験を通して、いじめが起きにく

い集団をつくっていきます。 

 

 



 

６ 

 

 

③心を育てる教育を充実させます。 
 

人権教育や道徳教育、情報モラル教育はもとより、学校教育全体を通して、いじめ

の本質を捉え、「見えにくい」いじめの怖さや、いじめられた者が受ける深刻な影響

を教え、深く考えさせることにより、いじめをしない、見逃さない、許さないという

人間関係づくり、集団づくりをしていきます。 

 

 

④いじめや虐待は許されないことを教え、相談しやすい体制づくりを図ります。 
 

いじめや虐待を未然に防止する取組を重視しながらも、いじめが発生した場合、毅

然とした対応をするために、児童生徒に対しては学級で、保護者に対しては各種の集

会や面談等で、いじめは絶対にしてはいけないことを確かめ、どのような行為をいじ

めととらえるのか、内容によっては犯罪行為となること、命に関わることが起きるこ

とについて伝えるとともに学校だより等でも、正しい理解の醸成に取り組みます。 

また、児童生徒からの悩みや相談を広く受け止めることができるよう相談体制の充

実を図ります。 

 

 

⑤自主的な活動を尊重し、トラブルを子どもたちの力で解決できる関係性を育てていき

ます。 
 

学級・学年・学校行事を通して、お互いの人間関係や、トラブルを子どもたちの力

で解決していこうとする関係性を育てていきます。 

 

 

⑥常に子どもの変化に気を配り、早期発見・早期対応に心がけます。 
 

学級担任はもちろん、全教職員が子どもの表情や行動の細やかな変化に気を配りま

す。子どもたちの嫌がらせやからかい、無視、排除などのトラブルを見逃さず、情報

を早めに交換し合い、子どもたちとの信頼関係を基盤とした指導を行います。 

 

 

⑦関係機関との協力関係を日常的に構築しておきます。 
 

関係機関（児童相談所、医療機関、法務局等の人権擁護機関、警察署等）と連携

し、専門的な助言を得ながら、よりよい解決に結びつけていきます。 

また、日頃より取組状況の透明性を高め、多くの意見を積極的に受け入れ、普段の

取組や指導を客観的に見つめるよう努めます。  



 

７ 

 

 地域の役割と取組 

 
 

子どもは地域の将来を担う宝です。どの子も等しく愛情をもって見守り、 地域

の支え合いの中で育てましょう。 

 

 

①あいさつや言葉をかけながら子どもたちを見守ります。 
 

大人が率先してあいさつをしたり、言葉をかけながら、子どもたちとのつながりを大

切に、地域全体で子どもたちを温かく見守ります。 

地域の事業者や会社などに勤めている人も、いじめや虐待を防止するために、子ども

たちの行動に目を配り、必要に応じて言葉をかけるように努めます。 

 

 

②子ども会やスポーツ少年団など、地域の健全育成活動を推進します。 
 

地域が主体となって子ども会やスポーツ少年団などの健全育成活動を推進し、一定期

間で目に見える成果を上げることを重視する考え方、いわゆる成果主義に偏ることがな

いよう留意しながら、活動を通して子どもたちに協調性と思いやりの心を育て、良好な

人間関係を育てます。 

 

 

③地域住民の交流を推し進め、共に地域を支え合う環境をつくります。 
 

子どもの良い手本となるために、まず大人が地域のまつりや地域活動を通して互いに

助け合い、協調しながら共に地域を支え合う環境をつくります。 

 

 

④ボランティア活動などを通して、学校環境の向上を支援します。 
 

学校支援ボランティア活動などを通して、地域の大人が学校と協力的な関係を築くこ

とができるようにし、いじめや虐待が起きにくい環境づくりを支援します。 

 

 

⑤いじめや虐待を防ぐため、学校、家庭及び関係機関との連携・協力を進めます。 
 

いじめや虐待を未然に防ぐために、学校、家庭、児童相談所や民生委員等関係機関（者）

と連携するとともに、いじめや虐待を見つけたり相談を受けた場合は、速やかに市（教

育センター、学校指導課及びこども家庭課）、学校、関係機関に情報を提供します。 
 

 

  



 

８ 

 

 子どもたちに伝えること 

 
 

私たちは、家庭、学校、地域での一人一人の役割について責任感をもち、子ども

たちの自主性を伸ばし自己存在感や自己有用感を高められるように働きかけなけれ

ばなりません。そのため、家庭、学校、地域において、機会あるごとに次のことを

わかるように伝えていきましょう。 

 

 

①一人一人が大切な存在 
 

一人一人が代わりのない大切な存在です。そして毎日が新しい自分と出会えるかけ 

がえのない時間です。 

 

 

②いじめは許されないこと 
 

どんな理由があっても、誰かをいじめてはいけません。いじめによっては犯罪とな 

る行為があります。 

子どもは自分の気持ちと友達の気持ちを向き合わせ、家族や友達、先生と一緒に話 

し合い、力を合わせながら、充実した生活を送る権利、自分らしく生きる権利をもっ 

ています。だからこそ、一人一人の良さを奪ういじめをしてはいけない、させてはい 

けないという気持ちをもつことが必要です。 

 

 

③いじめや虐待は消えない傷を残す 
 

いじめは、いじめられた人だけでなく、いじめた人やそれを見て見ぬふりをしたみ

んなの心にいつまでも傷が残ります。 

虐待は、受けた体験がトラウマ（心的外傷）となって、心身にダメージを引き起こ

し、その後の成長・発達に悪影響を与えます。 

 

 

 

④一人で抱えこまない 
 

いじめられたと感じたときや不満で気持ちが不安定になった時は、決して自分一人

で抱え込まず、すぐに身近な大人や友達に相談し、命を守るために行動することが大

切です。 

自分ひとりで解決できないことも、周りの大人や友達の力を借りながら、力を合わ

せて問題を解決することが大切です。 
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子どもたちは、自分たちの問題を自分たちの力で解決していく力を本来もっています。 

平成２３年度から始まった「弘前子ども議会」で、自分たちの学校を「あいさつがよ

く、いじめのない笑顔あふれる明るい学校にしていきたい。」という意見を出したり、平

成２４年１０月に行った「いじめをなくすために」というアンケートでも、６割を超える

小、中学生が、自分から進んで行動したいという意志を表しています。 

そこで出された子どもたちの言葉の中から、以下のように「子どもたちの取組」の具体

例を示します。 

 
 

①あいさつは、交わす人と人との心のやさしさが伝わり元気になります。いつでも、ど

こでも、だれとでもします。 

 

②授業や学級会では勇気をもって自分の考え、意見を発表します。 

 

③他の人の考えや意見をよく聞きます。たとえその考えや意見が間違っているように感

じてもバカにしたり笑ったりせず、なぜそう思ったのか考えるようにします。 

 

④家での役割も学級や児童会、生徒会での役割も、自分が引き受けたことは責任を持っ

てやりとげるようにします。また、他の人がその人の役割についてがんばっているこ

とを認めて伝えるようにします。 

 

⑤自分と趣味や興味が違うからといって悪口を言ったり、仲間はずれにせず、機会を見

つけて話してみるようにします。 

 

⑥もし、いじめられている人がいたら、やさしく声をかけてあげるようにします。 

 

このような、弘前市の子どもたちが本来もっている、自分たちの問題を自分たちで解決

するという力を伸ばし、今できる、いじめを未然に防止するための取組を行います。ま

た、今後も、子どもたち自身が話し合う場を設定し、出された意見を行動に結びつけてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子どもたちの取組 
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市は、いじめや虐待のないまちづくりを目指して、次のことに取り組みます。 

 

①「あいさつ運動、ことばをかけて見守る運動」を推進します。 
 

市民みんなで見守っているというメッセージを子どもたちに伝え、安心感をもっても

らうことで、子どもたちの笑顔あふれるまちづくりを目指します。 

「市内一斉取組日」には、多くの市民が各所で参加しており、いじめや虐待を見逃さ

ないコミュニティづくりの素地となるよう推進します。 

 

 

②地域コミュニティ活動の活性化を支援します。 
 

子どもたちの手本となる「地域コミュニティ活動へ主体的に関わり、協働的に活動す

る」人材育成を図るため、市民活動に対する補助金制度である「市民参加型まちづくり

１％システム」や公民館事業などを活用して地域活動を促し、町会や地域づくり団体な

どの活動を支援します。 

 

 

③学校運営協議会などの話合いの場を活用します。 
 

小・中学校９年間の学びと育ちの環境づくり、地域とともにある学校の実現を目指し

た教育自立圏の構築に向けて、学校、家庭、地域が一緒になって活動する中学校区学校

運営協議会などが設置されています。この協議会の中で、いじめや虐待の防止について

も話し合っていきます。 

 

 

④いじめや虐待を防ぐための啓発活動を行います。 
 

「条例」と「行動計画」をわかりやすく説明したリーフレットを作成するなど、市民

とともに行動するための啓発活動を展開します。 

また、「児童福祉週間」（毎年５月５日からの一週間）や「児童虐待防止推進月間」

（毎年１１月）などにおいて、虐待発生予防のための周知と啓発活動に合わせて、いじ

め防止の啓発活動も実施します。 

 

 

⑤虐待の早期発見、早期対応に努めます。 
 

妊娠・出産・育児期における母子保健活動や各種相談体制を充実させるとともに、乳

幼児健診の未受診児の状況を把握し、虐待が潜んでいないか留意するなど、虐待の早期

発見、早期対応に努めます。 

 

 

 

 

 

 

（３）市の取組 
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⑥相談体制を充実させます。 
 

これまで教育センターの相談支援チームや「こども悩み電話相談」などで、いじめや

不登校についての相談を受け、対応しています。少年相談センターや「子どもの虐待ホ

ットライン」など相談機関相互の連携をこれまで以上に強化し、早期解決につなげてい

きます。 

なお、市の全ての窓口で第一報を受ける体制を整え、速やかに各担当部署へつなげま

す。 

 

 

⑦関係する機関等と連携します。 
 

いじめや虐待を防ぐため、関係機関（警察署、児童相談所、医療機関、法務局等の人

権擁護機関等）と連携して、市民運動として推進します。 

また、緊急に行動する必要があるときは、関係する機関が力を合わせて対応します。 

 

 

⑧子どもたちの声や意見を取り入れます。 
 

学級会活動、児童会・生徒会活動、弘前子ども議会などの様々な機会に出される子ど

もたちの声を聞き、そこから出される意見を取組に生かすようにしていきます。 

 

 

⑨いじめや虐待の防止に向け、話し合います。 
 

子どもたちの学びと育ちを支援するため、全市的な視野でいじめや虐待の未然防止と

その対応などについて関係機関と話し合い、客観的な意見や助言をもらいながら、市の

取組や市民運動に生かしていきます。 

また、活動内容を定期的に点検し、「ひろさき教育創生市民会議」等での意見を参考

にしながら、必要に応じて見直しを行います。 
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○子どもの笑顔を広げる弘前市民条例 

～いじめや虐待のないまちづくりを目指して～ 
平成2５年３月２２日    

弘前市条例第２３号 

改正 平成２７年３月１９日弘前市条例第１７号 

 

子どもの笑顔は全ての人への『贈りもの』です。 

 

生きている輝きで人々を温めてくれるすばらしい贈りものです。 

どの笑顔も、一人一人がかけがえのない存在として認められているからこそ、宝物のような笑顔が生ま

れることを忘れてはなりません。 

笑顔は、人間の尊厳の象徴とも言えるからです。 

その笑顔を奪ういじめや虐待を防がなければなりません。 

いじめや虐待の起きにくいまちをつくらなければなりません。 

歴史を積み重ねてきた文化と学びのまち弘前は、人と人とが関わり合う力を蓄えています。 

多様性の社会を共に生きながら、子どもを支え、自立を促す心のつながりを持っています。 

 

弘前市は、未来を担う子どもたちが豊かな日々を生きるために、笑顔を奪ういじめや虐待を根絶し、大

人の役割と責任をしっかり確かめ合い、「あずましい」まちをつくるために、ここに、市民の総意として

強い希望と意志に基づいて条例を制定します。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、子どものいじめや虐待を根絶し、子どもの笑顔を守り、広げるための基本的な理念

を定め、市民一人一人がその役割を確かめ合い、明るく住み心地のよい、これからも住み続けたいまち

づくりを継続していく中で、子どもの健全な成長を見守り、促すことを目的とします。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによりま

す。 

(１) いじめ いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」といいます。）第２条第１

項に規定するものをいいます。 

(２) 虐待 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第２条に規定する行為をいいま

す。 

(３) 子ども 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条に規定する児童をいいます。 

(４) 市民 弘前市内に居住する者又は市内に通学し、若しくは通勤する者をいいます。 

 

（基本理念） 

第３条 

 市民は、どんな理由があっても、子どもをいじめ、又は虐待してはなりません。 

２ 市民は、子ども同士のいじめを防ぎ、これが起きにくい環境をつくり、日々の笑顔を守り、広げなけ

ればなりません。 

≪参考≫ 
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（市民の役割） 

第４条 市民は、子ども一人一人の尊厳を守り、これらを将来の社会を担う存在として全ての子どもを慈

しみ、敬う心をもって接するよう努めなければなりません。 

２ 市民は、子どもの健やかな成長を支えるために、いじめや虐待を生み出さない強い思いを共有するよ

う努めなければなりません。 

 

（取組） 

第５条 市民は、第３条に定める基本理念（以下「基本理念」といいます。）に従って、学校、家庭及び地

域において、互いに積極的に情報を交換し、いじめや虐待を防ぐために連携及び協力を推し進めなけれ

ばなりません。 

２ 市民は、各地域や学区で取組が進んでいる子どもとのつながりを深める活動などを支援し、いじめや

虐待の起きにくいまちづくりに取り組むなど、日常の子どもとの関わりを大切にしなければなりません。 

３ 市民は、いじめや虐待を見つけた場合やこれらの相談を受けた場合は、より多くの人が協力しながら

対応するため、速やかに市、学校、関係機関等に情報を提供するよう努めなければなりません。 

４ 市民は、いじめ予防とその啓発に努め、子どもに助言し、指導する場合は子ども一人一人の今現在を

まるごと受容し、存在を認め、その背景にある気持ちを理解し、取るべき行動を指導するよう努めなけ

ればなりません。 

５ 市民は、子どもが自分たち自身の手で、いじめを防ぎ、又はいじめの起きにくい集団をつくっていけ

るように、成長段階に応じて、話し合う場面や協力し合う場面をより積極的に設定するよう努めなけれ

ばなりません。 

６ 市民は、子どもたちが自主性を伸ばし、役割を通して責任感を持ち、互いに思いやる人間関係の中で

日々自己存在感を高めるように働きかけなければなりません。そのために子どもたち自身が次に掲げる

各号の内容を理解し、納得するよう機会を見つけて伝えていかなければなりません。 

(１) どんな理由があっても、どれほど気持ちが不安定になっても、誰かをいじめてはいけないこと。

いじめのすぐ隣には犯罪に含まれる行為が存在していること。 

(２) 自分の心と友達の気持ちを向き合わせ、家族や友達と一緒に話し合い、力を合わせながら、楽し

く充実した生活を送る権利を持っていること。自分らしく生きる権利を持っていること。だからこそ、

楽しさや笑顔、一人一人の良さを奪ってしまういじめをしてはならない、させてはならないという気

持ちを強く持つこと。 

(３) いじめは、いじめを受けた人はもちろん、いじめに加わった人や周囲で見ている人みんなの心に

いつまでも傷が残ること。 

(４) もし万一、いじめを受けていると感じたときやいらだちや不満で気持ちが不安定になったときは、

ためらわず身近な大人や友達に相談し、決して自分ひとりで抱えこまないこと。生命を守るために、

勇気を持って行動することが大切であること。 

(５) 周囲の大人や友達の力を借りながら、少しずつ自分たちの問題を自分たちで解決していく力の素

がもともと誰にでも備わっており、すぐに解決できないことでも決してあきらめないこと、そして力

を合わせること。 

(６) 一人一人が代わりのない大切な存在であること。毎日が新しい自分と出会えるかけがえのない時

間であること。 

(７) 自分たちが大人になったときに、いじめや虐待のない社会がより実現していくように、今の生活
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で得た力を十分に発揮し、新たな力を育みつつ未来に続く自分の道を歩んでいくこと。その道のりを

人と比べないこと。 

(８) 将来、自分たちの子どもにも前各号のことを伝えていく役割を持っていること。 

７ 市民は、パソコンや携帯電話などを利用したインターネット等の匿名性の陰に隠れて行われる言葉に

よるいじめや暴力に対しては、積極的に機会をとらえて、子どもたちにマナーや犯罪性に関しての指導

を丁寧に行うよう努めなければなりません。 

８ 市民は、子どもの小さな表情の変化や呼びかけへの対応の違いに目を配り、人間関係や学校生活等で

不安や葛藤を抱えていないかどうかに気づき、相談にのるよう努めなければなりません。 

９ 市は、子どもや市民から相談や連絡を受けた場合は迅速に状況の正確な把握に努めるとともに、必要

に応じて関係機関と連携して早期の解決を目指して取り組みます。 

 

（計画の策定） 

第６条 市は、基本理念に従い、いじめや虐待を防ぎ、子どもの笑顔が広がるまちづくりのために、計画

的、総合的な視点から、具体的な行動計画を策定します。 

２ 前項の行動計画は、家庭、学校及び地域において子どもと関わる際のそれぞれの役割、既存の取組と

の連携その他必要に応じた新しい施策を加えた内容とします。 

 

（いじめや虐待の防止のための会議） 

第７条 市は、ひろさき教育創生市民会議において、いじめや虐待の防止について検討し、取組に反映さ

せるよう努めます。 

２ 市は、ひろさき教育創生市民会議において、いじめや虐待の防止に関係する機関及び団体の連携を図

ります。 

 

（個人情報の保護） 

第８条 いじめや虐待に関する通告、通報、相談、話合い、対応等に関係した市民は、正当な理由がある

場合を除き、知り得た個人情報を決して他に漏らしてはなりません。 

 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関して必要な事項は、市規則及び教育委員会規則で定めます。 

 

附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行します。 

   附 則（平成27年３月19日弘前市条例第17号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行します。 

 （弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部改正） 

２ 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例（平成18年弘前市条例第36号） 

 の一部を次のように改正します。 

  （次のよう略） 
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○児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号） 抜粋 

 

（児童虐待の定義）  

第２条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、

児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（１８歳に満たない者をいう。以

下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。  

１ 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。  

２ 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。  

３ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による

前２号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。  

４ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴

力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及

ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  

 

○児童福祉法（昭和22年法律第164号） 抜粋  

最終改正：令和2年6月10日号外法律第41号 

（児童の権利） 

第１条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保

障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られる

ことその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

（国民等の責務） 

第２条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年

齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健

やかに育成されるよう努めなければならない。 

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。 

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 

（児童等） 

第４条 この法律で、「児童」とは、満１８歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

１ 乳児  満１歳に満たない者  

２ 幼児  満１歳から、小学校就学の始期に達するまでの者  

３ 少年  小学校就学の始期から、満１８歳に達するまでの者 

 

 

※原文は縦書きですが、ここでは横書きで掲載していますので、文中で「左の」という表現は「下

の」に読み替えてください。 

 

 

  

≪参考≫ 
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○いじめ防止対策推進法に基づく取組 
 

国は、社会総がかりでいじめに対峙していくための基本的な理念や体制を整備するため、

平成２５年9月に「いじめ防止対策推進法」を施行しました。同年10月には具体的な取組等

について基本方針を示し、平成２９年３月には一部改定が行われました。 

弘前市では、この法律が施行される前からいじめを未然防止するための取組を進めてきま

したが、この法律が求めている取組や体制づくりと整合を図り進めていきます。 

 

 

 

 

①弘前市いじめ防止基本方針 

  いじめ防止対策推進法及び国及び県の基本方針の内容を踏まえながら、市民総ぐる

みで、弘前市の子どもたちを守ろうという理念を示した「子どもの笑顔を広げる弘前

市民条例～いじめや虐待のないまちづくりを目指して～」及び本行動計画、「いじめ

防止対策推進法に基づく取組」をもって、弘前市いじめ防止基本方針とします。 

 

 ②学校いじめ防止基本方針 

各小・中学校は、「いじめ防止対策推進法」及び「子どもの笑顔を広げる弘前市民 

条例～いじめや虐待のないまちづくりを目指して～」やその行動計画、「いじめ防止

対策推進法に基づく取組」を反映した学校いじめ防止基本方針を策定し、児童生徒及

び保護者、地域に公開します。 

また、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価に位置づけ取組

状況や達成状況を評価し、いじめ防止のための取組の改善を図ります。 

 なお、学校いじめ防止基本方針には、いじめ防止に資する具体的な指導内容を示し

た「学校いじめ防止プログラム」、いじめの適切な対処等のあり方について定めた

「早期発見・事案対処のマニュアル」の他、教育委員会が示したいじめ防止等の対策

のための組織等の内容を記載します。 

 

 

 

 

 ①「ひろさき教育創生市民会議」について 

   「ひろさき教育創生市民会議」において、毎年、いじめの未然防止について話し合 

  い、市民から幅広く意見や助言をもらいながら、市の取組や市民運動に生かします。 

市民会議は、「いじめ防止対策推進法」にある関係機関等との連携を目的とした

「いじめ問題対策連絡協議会」と位置付け、その役割を果たすことになります。 

 

②「いじめ防止等対策審議会」について 

  いじめの未然防止だけではなく、実際に起こったいじめへの対応の在り方等につい 

て、法律、医療、教育、心理、福祉等の専門家から意見や助言をもらい、市や学校の 

取組に生かすことを目的とした組織を設置します。 

 この組織は、小・中学校でいじめの重大事態が起こった時に、調査を実施すること 

があります。 

 

 

（１）いじめ防止基本方針  

（２）組織の役割 

≪参考≫ 



 

１７ 

 

 

 

 

○平常時 

 

学 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いじめの防止等の対策のための組織の役割 

 ○学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や「学校いじめ防止プログラム」、「早

期発見・事案対処のマニュアル」の作成・実行・検証・修正の中核としての役割。 

 ○いじめの相談・通報の窓口としての役割。 

 

※いじめの防止等の対策のための組織の構成員（校内） 

 ○中学校では、原則、校内の関係職員として心の教室相談員を構成員に入れる（★）。 

 

※外部専門家やその他の関係者の活用 

 ○学校いじめ防止基本方針を基にした取組のＰＤＣＡサイクル全般に協力してもらう。 

→年度初めと終わりの会議に出席してもらうことが想定される。 

 ○役職の異なる方を２人以上入れる。 

 ○ＳＣ（スクールカウンセラー（配置・派遣校のみ））は、原則、構成員に入れる（★）。 

 ○小学校は、学区の中学校に配置されている心の教室相談員を外部専門家とし     

て活用することができる。 

○地域と連携した取組を進めるために、中学校区の外部人材を構成員に入れることが望ま

しい。 

 
 

○いじめの防止等の対策のための組織 

校長・教頭  

関係職員：生徒指導主事（主任）・学年主任・養

護教諭・心の教室相談員★（中学校

のみ）等 

 

ＳＣ★（配置・派遣校のみ）  学校医 

心の教室相談員（小学校のみ） 

中学校区の外部人材（民生委員・児童委員、

学校評議員、公民館職員など） 

提案 

報告 

各学年・学級 

職 員 会 議 

児童生徒 

情報収集 

 

意見反映 

 

（３）いじめ対応の流れ 



 

１８ 

 

関係機関の窓口 
 

市の窓口 

 

○学校・家庭・地域での子ども見守りの手助けとして 

 

いじめや虐待は、自分から言い出しにくい面があるため、発見されにくいものであること

を念頭に、日常の言動から、ちょっとした変化を見逃さないようにすることが大切です。 

 

以下に示した、相談窓口を参考にして、様子がおかしいと感じた子どもについては、特に

注意して観察するとともに積極的に声掛けをするなど、子どもに関わりながら、早急に相談

窓口へ相談することで、早期発見・初期対応につながります。 
 

○いじめ・虐待相談窓口 
 

 

 

市教育センターにつながります。  （弘前市末広四丁目10-1弘前市総合学習センター内） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

市教育センター 

相談支援チーム 

子どもからの悩み相談

や子どもとの関わりに

ついて保護者・家族か

らの悩み相談 

26-4802 

（代表） 

月～金8:30～17:00 

（祝日・年末年始除く） 

こども悩み相談電話 
子どもからの相談専用

ダイヤル 

26-2110 

FAX兼 

月～金8:30～17:00 

（土日・祝日・夜間は留守

番電話やＦＡＸで受付） 
 

市役所につながります。  （弘前市上白銀町1-1） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

少年相談センター 

（市役所１階） 

非行、性、学校生活な

ど青少年に関する相談 
35-7000 

月～金9:00～16:00 

（祝日・年末年始除く） 

こども家庭課子育て相

談係（市役所１階） 

子どもの虐待に関する

相談 
40-3976 

月～金8:30～17:00 

（祝日・年末年始除く） 

 

 

 
 

青森県教育庁学校教育課につながります。  （青森市新町二丁目３－１） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

24時間子供SOS 

ダイヤル 

子どものいじめ、虐

待、不登校等に関する

悩み相談 

0120-0-8310 

017-734-9188 

24時間対応 

（年中無休） 

生徒指導相談 
いじめ、不登校、学校

教育全般に関する相談 
017-722-7434 

月～金8:30～17:00 

（祝日・年末年始除く） 

あたたかテレホン 
不登校、子育て、家庭

教育に関する相談 
017-777-5222 

月～金8:30～17:00 

（祝日・年末年始除く） 

 

青森県総合学校教育センターにつながります。  （青森市大矢沢字野田80-2） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

一般教育相談 

子どもの成長過程で起

こるさまざまな教育上

の問題に関する相談  

017-728-5575 
月～金8:30～17:00 

（祝日・年末年始除く） 

≪参考≫ 



 

１９ 

 

 

青森県総合社会教育センターにつながります。  （青森市荒川字藤戸119-７） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

すこやかほっとライン 

子どもに関する悩みや

家庭教育全般に関する

相談 

017-739-0101 

「あおもり子育てネッ

ト」HP 

（パソコンから） 

http://kosodate-

a.net 

（携帯から） 

http://kosodate-

a.net/i 

月・水・木13:00～

16:00 

（祝日・年末年始除く） 

 

弘前児童相談所につながります。  （弘前市下白銀町１４-２） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

弘前児童相談所 
非行、性、学校生活な

ど青少年に関する相談 

32-5458 

36-7474 

月～金8:30～17:15 

（祝日・年末年始除く） 

子ども虐待ホットライ

ン 

子どもの虐待に関する

相談 
0120-73-6552 

24時間対応 

（年中無休） 

 

弘前警察署につながります。  （弘前市八幡町三丁目３－２） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

ヤングテレホン 

心の悩みや困りごと、

非行や被害などに関す

る相談 

35-7676 

8:30～17:15 

（土日・祝日・年末年始除

く） 

 

青森県警察本部少年課につながります。      （青森市新町二丁目3-1） 

窓口等 相談内容 電話等 受付時間 

ヤングテレホン 

心の悩みや困りごと、

非行や被害などに関す

る相談 

0120-58-7867 
8:30～17:１５ 

（祝日・年末年始除く） 

ヤングメール 同上 

youngmail-

587867 

@extra.ocn.ne.jp 

２～３日後にメールで回答

（土・日・祝日・年末年始除

く） 

 

愛成園 児童家庭支援センター太陽につながります。  （弘前市豊原一丁目1-3） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

すこやかテレホン 
非行、性、学校生活な

ど青少年に関する相談 
38-3100 

月～金17:00～21:00 

土日・祝日9:00～

17:00 

 

法務局または人権擁護委員につながります。  （青森市長島一丁目３－５） 

                         （弘前市早稲田三丁目１-１） 

窓口等 相談内容 電話 受付時間 

子どもの人権１１０番 

いじめや体罰、虐待と

いった子どもをめぐる

人権問題に関する相談  

0120-007-110 

26-1150 

月～金8:30～17:15 

（祝日、年末年始除く） 

mailto:youngmail-587867@extra.ocn.ne.jp?Subject=%83%84%83%93%83%4f%83%81%81%5b%83%8b
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